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18歳選挙権導入と若者の政治意識

ー2016 年神奈川大学 ・神奈川新聞共同調査分析—

大川千寿

1. はじめに

選挙権年齢の 「満 18歳以上」への引き下げがなされて初めての全国的な

選挙となった参議院選挙が、 2016年7月に行われた。

わが国の若年層の政治関心や政治参加への意識が低迷するとされる中

で、少子高齢化社会の進行に対応しながら、国際的な潮流に合わせる形で、

また、憲法改正に向けた政治的な思惑も相まって、この18歳選挙権は実現

することとなった。

これに向けて、政治的、社会的、教育的に様々な取り組みがなされ、若

者への啓発活動も進められた。様々な課題も抱える中で、若者の主権者と

しての意識を向上させるための「主権者教育」が推進されてきた。

神奈川県は、この主権者教育の先進地域として知られている。今回、神

奈川大学と神奈川新聞社は、 2016年参院選で初の 「18歳選挙権」のもとで

の選挙を迎えるにあたって、横浜市・川崎市の市立学校各校の協力を得て、

3,600名を超える高校生に政治意識や投票に対する認識について調査を行

うことができた。

本稿は、この 2016年神大・神奈川新聞共同調査データを分析することを

通して、政治的主体としての成熟を期待されている現代の若者たちが、政

治をどのように見つめているのか、ま た、いかなる思いをもって投票に臨

もうとしたのかを主として明らかにする。
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今度の参議院選挙において、 18歳、そして 19歳の方々が初めて投票を

することになります。いわば歴史的な一票を投ずると言ってもいいと思

います。その重みを十分にかみしめながら投票所に足を運んでいただき

たいと思います心

これは、2016年の年頭の記者会見での安倍晋三首相の発言である。確か

に、戦後 70年以上続いた「満 20歳以上Jという選挙権年齢が引き下げら

れたことは歴史的な出来事であった。そして、新しい制度は、導入当初に

は様々な形で注目される。

だが、本来重要なことは、導入された制度をその後にどう定着させてい

くかであるはずである。参院選から 1年以上を経過し、新制度への熱気が

冷めつつある今、本稿での分析を通して、能動的な政治的主体として若者

が政治意識を深化させていくために何が大切なのかを冷静に検討し、今後

に活かしていくきっかけとできればと考えている。

2. 18歳選挙権導入の経緯、意義、課題

(1) 日本における導入の政治的経緯

選挙権年齢を 1945年以来の 「満20歳以上」から「満 18歳以上」に引き

下げること（いわゆる「18歳選挙権」）がこのたび日本において実現する直

接の契機とな ったのは、憲法改正をめぐる国民投票法が制定されたことで

ある。

第 1次安倍政権の 2007年 5月に公布された憲法改正国民投票法では、 3

年以内に選挙権年齢を「満 18歳以上」とするよう検討するとされていた。

しかし、これは実現することはなかった。そして、第 2次安倍政権の 2014

年 6月にこの国民投票法が改正されるにあたり、 2018年6月21日以後に

国民投票が行われる場合には、投票権年齢が「満 18歳以上」とされること

となった。また、改正法の付帯決議では選挙権年齢の引き下げについて、

2年以内を目途に法制上の措置をとるものとされた。
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これを受け、与野党のプロジェクトチームが形成され、選挙権年齢を

「満 18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法案が自民党と民主党など与野

党6党によって 2015年3月に共同提出された 2)。衆議院で同年 6月4日、

参議院では 6月17日に全会一致で可決され成立し、改正法は 2016年6月

19日に施行された。なお、この際に被選挙権年齢の引き下げについても議

論がなされたが、この点の改正は先送りされた。

以上のように、このたびは与野党を超えた合意のもとに 18歳選挙権が

実現することとなった。しかし、それまでの自民党政権は 18歳選挙権に

関しては、それほど積極的でなく主として野党側がその実現を主張する傾

向にあった。

例えば、リクルート事件を契機として政治改革が問題となっていた 1989

年2月の衆議院本会議の代表質問で、土井たか子社会党委員長（当時） は、

選挙権年齢の 「満 18歳以上」への引き下げに言及している 3)。

1999年より公明党は 自民党と連立政権を組んだが、公明党が公約で 18

歳選挙権の実現を訴える一方、自民党内にば慎重意見が多く、実現は見送

られてきた凡

2007年に公布された憲法改正国民投票法をめぐっては、当初自民・公明

両党が「満 20歳以上」に投票権を与えることを主張したが、欧州などに合

わせ 「満 18歳以上」を主張した民主党案に歩み寄るという経緯をたど

った叫

また、 2014年に改正された憲法改正国民投票法をめぐっても、自民・公

明両党による当初の改正案では、 18歳選挙権の導入を当面先送りする方向

であったのに対して、野党から反発の声があがり、修正案が出された経緯

がある 6)0 

このように、このたびの 18歳選挙権の導入は、政治的にみると、第 1

次 ・第2次安倍政権のもとで国民投票法を制定 ・改正し、政権として実現

を図る憲法改正に向けた環境を整えていくプロセスで実現したという側面

がある。
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(2) 18歳選挙権実現の意義

井田 (2003) は、選挙権年齢の引き下げの理由として挙げられる点につ

いて、以下の 3つにまとめている。すなわち、①少子高齢社会への対応、

②若者の政治的社会化の促進、③世界的な潮流への同調の 3点である。

①の少子高齢社会への対応については、今日、高齢化と少子化が進行し

続けている。こうした中で、有権者に占める高齢者の割合が増加し、さら

に年齢別の投票率でも高齢者の投票率が高く、若者のそれが低いため、高

齢者の意見や利益が政治において過剰に反映されやすいとする「シルバー

民主主義（シルバー・デモクラシー）」論も活発に提起されつつある。

このような状況を打開し、若者に日本の将来を決めることに積極的に参

画させ、彼らの政治的影響力を高める 1つの方策として、 18歳選挙権を導

入しようということである。

この点については、総務省と文部科学省が出した副教材 「私たちが拓く

日本の未来 有権者として求められる力を身に付けるために』 (2015:6-7) 

においても、情報化社会に生きる現代の若者の特徴に触れながら、次のよ

うに説明している。

皆さんが、様々なメデイアを通じ多様な情報に接し、自分の考えを育ん

できた世代であり、また、少子高齢化の進む日本で未来の日本に生きて

いく世代であることから、現在、また、未来の H本の在り方を決める政

治に関与してもらいたいという意図があるのです。

また、 ③の世界的な潮流への同調については、確かに 1960年代以降、 18

歳選挙権を採用する国が年々増加してきた。 2014年には 199の国・地域の

うち全体の約 92%にあたる 176の国・地域で 18歳選挙権が実施され、

OECD（経済協力開発機構）加盟国では日本と韓国を除くほとんどすべて

の国で 18歳選挙権が導入される状況であった（那須 2015)。

そして②の若者の政治的社会化の促進については、井田 (2003)は 1970

年代に先進各国で行われた選挙権年齢の引き下げの際から議論されてきた
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理由であるとする。すなわち、選挙での投票の機会を与えることにより、

政治への関心や政治参加の意識を高めるとともに、若者の政治離れを改善

する手段として、また、公的な責任感を育む手段として、選挙権年齢の引

き下げをとらえているのである。

(3) 18歳選挙権をめぐる課題

以上をみても分かる通り、このたびの 18歳選挙権は、どちらかといえ

ば、若者たちの政治的な成熟のために、大人の側から働きかけて実現した

ものであるといえる。

政治参加が全般に停滞する傾向にある中で、日本の民主主義の正統性を

確保するために、この 18歳選挙権導入による若者の政治への参入を大人

たちが利用しようとした側面（佐藤 2016) も否定できないだろう 。

もちろん、今回も若者たちの運動が全くなかったわけではないが、少な

くとも若者が大きなうねりを起こして積極的に提起したものとは言い難

い。これについては、そもそも 18歳選挙権で新たに選挙権を得ることに

なった若者は政治的社会化の真っただ中にあるので、政治に対して受動的

な対応をとるのもやむを得ないという面もあるかもしれない。

一方、 18歳選挙権を認めようという理由の 1つとして、政治関心や政治

への参加意識を高めるために投票に参加させることが企図されていると述

べたが、逆に政治関しや政治への参加意識といった政治的なリテラシーを

予め十分にもって、若者が投票に参加することも大切となるであろう 。

そのためには、一定の準備期間が必要となる。若者の政治的社会化の過

程で、家庭や学校における教育が重要であることは言を侯たない。例え

ば、若者にとって、家庭における社会化のエージェントとしての親の存在

は、初めての選挙にあって投票するかどうかの決断に大きな影響を与える

とされる (Fieldhouseand Cutts 2012)。

一方、学校においては、日本を含む各国で 「シテイズンシ ップ（市民性）

教育」が進展してきた。「シテイズンシップ (citizenship)」という用語自体

は古代ギリシア時代にもあった概念であり、民主的シティズンシップにと
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って、公的な機会における参加は重要な要素の 1つを占めてきた (Dalton

2016 : 22-23)。

現代においては、 1970年代までは社会のメンバーがもつ市民としての権

利として捉えるものだったが、今日では、政治的な市民として社会参加を

通して他者に応答していく責任を果たすことをも含む概念とな っている

（小玉 2012)。日本において市民と政治とのかかわりについて取り扱うこ

うした教育は、「主権者教育」と呼ばれることが多く、 18歳選挙権導入の決

定後、その重要性がさらに強調されるようになっている。

英国で 2000年代にかけシティズンシップ教育が制度化されていくにあ

たり、中心的な役割を果たしたバーナード・クリ ックは次のように強調す

る。すなわち、若者の政治意識の低調さが強調される中で、短期的な利益

を追求して選挙至上主義に陥りがちな政治家に対して長期的観点から政治

について考えること、あるいは知的で開放的な議論や思索を通じて、健全

で能動的な市民の育成につなげていくことをシテ ィズンシ ップ教育は目指

すのであると（クリ ック 2011)。

もちろん、時代の変化を反映しながら、いかなる政治性・政治的主張と

結びつくかによって、そのシテイズンシップ教育の内容は多様になる傾向

にある （橋本 2013）。この点についてわが国では、とりわけ教育基本法第

14条に定められた政治的中立性をどう確保するかが、 18歳選挙権導入を

受けて、ますます鋭敏に意識されるようになっているように思われる。

生徒・学生たちが、政治の主役として「政治は私たちのもの」との認識

を深めていけるように、現実の政治的事象を取り上げながら、知的で開放

的な議論や思索の機会を設けることと中立性とをどう両立させるのかが大

きな課題となる。

そして、現代の日本においては、大多数の若者が高校に進学し、過半数

の若者が大学にも進学している尻社会人としての自立に向けた教育の後

半•最終の段階にあって、多様な教科 ・ 分野の学習・学修に努めなければ

ならない。このような「忙しさ」の中で、若者の市民としての公共性や主

権者としての自覚・役割を主権者教育を通して促し、その充実を図ってい
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く必要があるのである。

能動的 • 主体的に政治について考える市民としての若者を 、 学生•生徒

にとっても、教員にとっても限られた時間の中でどう養成することができ

るのかが問われる。

3. 2016年神奈川大学・神奈川新聞共同調査

前章で触れた 18歳選挙権をめぐる課題を考え、若者の政治的な成長に

つなげるうえでも、高校生や大学生ら若者たちの政治意識を随時的確に把

握することが重要となる。

神奈川大学と神奈川新聞社は、 18歳選挙権が導入されて初めての国政選

挙となる 2016年参院選にあたり、高校生・大学生を対象とする共同調査を

行った。高校生調査は、 2016年4月から6月にかけて、横浜・ 川崎両市内

の15校の 2年生・ 3年生を対象に行い、基本的な政治意識や投票に対する

認識を主として尋ねた。3,656名という多数の生徒から有効回答を得るこ

とができた。一方、大学生調査は、参院選後の 2016年7月に、神奈川大学

の筆者の講義履修者 488名を対象に行い、選挙における投票行動について

主として尋ねた見

神奈川県は、 2011年度よりすべての県立高校でキャ リア教育の一環とし

てシテイズンシップ教育に取り組んでいる 9)。そして、 2010年以降の参院

選の際も全県立高校で模擬選挙を実施するなど、 主権者教育の先進地域と

して知られている JO)。2016年参院選にあたっても、この選挙が題材の模

擬選挙が、神奈川県立の全ての高校と中等教育学校計 144校で実施さ

れた叫また、県レベルだけでなく 、今回の調査対象地域である横浜市や

川崎市も、職員による 出前授業などによる主権者教育や啓発などを積極的

に行ってきたという 12)。

こうしたことを念頭に置きながら、本稿では、2016年の共同調査のうち

高校生調査のデータを中心に分析し、18歳選挙権導入時における若者たち

の政治意識や投票 ・政治参加に対する姿勢とそこから見える課題を探って
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いくこととする。

なお、本調査の実施にあたっては、教育現場で行うアンケートであるこ

とから、多くの方々の協力のもとに政治的中立性の確保に最大限配慮しな

がら行われたことを付記しておく。

4 分析

以下では、 2016年神大・神奈川新聞高校生調査の分析を進める。まず 18

歳選挙権導入にあたり「主権者教育」が進展してきたとされる中での高校

生の政治関心や政治満足度など政治に対する基本認識を探る。そのうえ

で、初めての投票機会を間もなく得ることになる高校生たちが、投票に対

してどのような意識をもっているのかについて検討する。

(1) 高校生の政治に対する基本認識

①政治的議論の頻度 ・政治関心・政治と生活の関係l生・政治満足度

まず、現代の高校生は、政治的な事柄を誰かと議論することがどの程度

あるのだろうか。最も多いのは 「まったくない」との答えで 47.1%にもの

ぼり、次いで 「週に 1度ぐらいある」が 26.6%、「週に何回かある」は

11.9%で、 「毎日ある」と答えたのは 2.5%に過ぎない。男女別にみると、

週に何回か以上の割合は男子が 18.5%なのに対し、女子は 11.2%と差が

みられる 13)。学年別では、週に何回か以上は、高校 2年生が 11.7%だった

のに対し、高校 3年生が 17.5%で、議論の頻度が低い中でも上級生の方が

やや話をするようである 14)。

一方、政治への関心について（図 1)、「非常に」「ある程度」関しがある

と答えたのは 39.7%なのに対し、「あまり 」「全然」関心がないと答えたの

は54.5%で半数を超えた。

男女別でみると、双方とも「関心がない」が「関しがある」を上回って

いるが、男子は 45.3%が関しありとしたのに対し、女子は 35.3%にとどま

り、男子の方がやや関し、が高いことが分かる 15）。 また、学年別にみても高
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図l 政治関心 (N= 3653) 

5.8%4.0% 

•非常に関心がある (N=147) •あ る程度関心がある (N=1304)

•あ まり関心がない (N=1446) ■全然関心がない (N=544)

• わからない (N=212)

2・3ともに「関心がない」が「関心がある」を上回っているが、高 3が

41.8%なのに対し、高 2は37.8%でやや高 3の関心が高い 16)。

これに対し、自らの生活と政治との関係性の認識については、 72.0%が

「非常に」「ある程度」関係しているとし、「あまり 」「全然」関係していな

いを大きく上回り、堅調な傾向を示した。

だが、日本の政治のあり方への満足度については、「かなり 」「まあ」満

足が 11.2%にとどまる。「やや」「かなり 」不満が39.9%、「どちらとも言え

ない」が34.1%だった。男女別に分けてみても満足度は低調であるが、男

子は 15.7%が 「満足」としているのに対し、女子はわずか 7.7%にすぎ

ない 17)。

以上、高校生の政治に対する基本的な諸意識についてみたが、現状では

自らの生活と政治との関係性については、比較的しつかりと認識できてい

るようだが、政治的な議論の頻度は決して高くなく、また政治関心も高い

とはいえない。こうした中で、日本政治のあり方に満足しているのは、わ

ずか 1割にとどまり、きわめて深刻と言わざるを得ない。

②政治を動かす存在・制度や組織への信頼度～政治的有効性感覚

では、高校生たちは今の日本の政治を実際に動かしているのは誰だと考

えているのだろうか（複数回答）。国会議員 (45.5%）、首相 (39.2%）、官僚
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図2 制度 ・組織への信頼
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(22.8%）、マスコミ (22.3%）、国民一人ひとり (20.4%）の順となったが、

男女別でみると、国会議員は男子 40.4% に比べ女子が49.5%とやや高い 18)

のに対し、官僚については男子 27.9%に対し女子は 18.8%19) と逆の傾向

になった。

一方、制度や組織への｛言頼については（図 2)、「かなり 」「ある程度」信

穎している割合が高い順に、選挙制度 (44.4%）、中央省庁 (26.7%）、国会

(21.5%）、マスコミ (19.5%）、政党 (18.4%）となった。この中で特徴的な

こととしては、選挙制度のみが「信頼できる」が「信頼できない」を上回

っていること 、また中央省庁については、 「わからない」が43.5%で最も多

くなっていることなどである。

また、男女別にみたときには、選挙制度について男子は信頼が 5割に達

しているのに対し女子が4割に満たない 20)ほか、政党、 中央省庁、国会に

ついても、同様に男子の信頼度が女子よりも有意に高い傾向がみられる。

これに対し、マスコミを 「信頼できる」とするのは、男子 20.9%、女子

18.4%と比較的接近している 21）。 また、いずれの制度・組織への信頼につ

いても「わからない」の割合は女子が男子を上回っており、特に中央省庁
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については女子の「わからない」が 5割を超えている 22)。

学年別に見ると 、全般として高 2の方が高 3よりも各制度 ・組織を 「信

頼できる」とする割合がやや嵩く、高 3のほうが 「わからない」と答える

割合がやや高い傾向にある。例えば、政党への信頼度については、「信頼で

きる」としたのは高 2が 19.9%だったのに対し、商 3は16.7%、「わからな

い」としたのは高 2が 22.3%だったのに対し、高 3では 27.8%だった23)0 

以上の設問は政治的有効性感覚に関するものであった。高校生たちは国

会議員や政治家といった報道などで目に触れやすい政治エリ ー トたちが中

心となって政治を動かしていると考える傾向にあり、自らも含めた国民が

政治を動かしているとする意見ぱ必ずしも多くない。

また、各制度・ 組織への信頼については、選挙制度には比較的信頼があ

る一方、具体的な政治的アクターに関しては、マスコミに対する評価は全

般に厳しく、政党・ 国会 ・中央省庁に対する評価も高くない。中央省庁に

ついては高校生の段階で十分な認識が進んでいないこともうかがえる。

政治的有効性感覚を構成する①若者の政治的主体としての自覚、 ②政治

的アクターの側からの若者たちに対する有効な働きかけのいずれの面でも

課題があることが浮き彫りになったといえる。

③政治意識に関する変数の相互関係

以上紹介した政治的認識に関する変数の相互関係についてみてみよう 。

まず、政治的議論の有無と他の変数との関係についてである。政治的議論

を行っている層とそうでない層 24)、わからないと答えた層とに分けてみ

る。特徴的な結果を挙げていくと、政治的議論を行っている層では、政治

に関し、があるとするのが 80.0%なのに対し、議論がない層では 32.5%、わ

からない層では 28.2% にとどまる （図3)25）。 また、日本の政治をマスコミ

が動かしているとしたのが、議論がある層で 30.7%なのに対し、わからな

い層では 15.4%などとなった 26)。一方、政治満足度については、議論があ

る層でも満足しているのが 16.8%にとどまり、議論がない層の 10.7%と

同様に満足度が低く、議論がある層の うち政治に不満な層は 52.1%に達
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図3 政治的議論と政治関心との関係 (N= 3457) 
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し、議論がない層 (37.3%）と比べても高い 27)0 

制度や組織に対する信頼度28)との関係では、一般に議論がある層の方が

信頼度が高い傾向がみられる。特に中央省庁に対する信頼については、議

論がある層は 37.3%が信頼すると答え、わからない層 (16.8%）との差が

際立っている。なお、議論についてわからない層では、中央省庁への信頼

度がわからないとする層が 57.8%に達しているのも特徴的である 29)。

次に、政治関心と他の政治意識との関係はどうか。政治関心がある層と

ない層、わからない層に分けてみる 30)と、まず生活と政治との関係性との

関連では、政治関心がある層では関係があるとしたのが83.6%に達してい

るのに対し、関心がない層では 67.2%、わからない層では 36.8%にとどま

る。わからない層では、生活と政治との関係性もわからないとしたのが

49.5%に及ぶ 31)0 
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また、日本の政治を官僚が動かしているかについて、関心あり層では

30.7%がそうだと答え、やはり関心なし層 (18.1%）などと差がある 32)。ま

た、マスコミが動かしているかについても、関心あり層でそうだと答えた

のが27.8%で、関心なし層 (19.4%）との違いがみられる 33)。

一方、政治満足度については、政治的議論との関係と同様の傾向がみら

れ、関心あり層でも満足しているのが 15.0%にとどまり、政治に不満とす

るのは 50.8%（関心なし層では 33.5%）にもなる 34)。制度や組織に対する

信頼度については、政治関心がある方が信頼度が高い傾向にあり、特に選

挙制度に対する信頼度は、関心あり層では 55.1%で、関心なし層

(39.5%）、わからない層 (17.0%）と差がみられる。わからない層では、選

挙制度への信頼もわからないという人が 57.5%に及んでいる 35)。

次に、自らの生活と政治との関係性への認識は他の政治意識とどのよう

な関係にあるのだろうか。生活と政治との関係があると考える層とそうで

ない層、わからない層に分けてみる 36)と、政治満足度との間では、生活と

政治の関係あり層でも満足しているのが 12.2%にすぎず低水準であり、関

係あり層のうち政治に不満な層は 41.9%に及ぶ。一方、生活と政治の関係

がわからない層では、政治満足についてもわからないとしたのが 43.0%と

特徴的である 37)0 

制度や組織に対する信頼度については、生活と政治の関係性の認識があ

る方が信頼度の高い傾向にあるが、関係性認識についてわからないとする

層のうち、中央省庁に対する信頼度についてわからないとする人が 71.9%

にもなることが特徴的である。

最後に日本の政治への満足度と制度や組織への信頼度との関係性につい

てみてみよう 。政治満足度について満足している層、どちらでもない層、

不満である層、わからない層に分けてみる 38)と、いずれの制度や組織に対

しても、政治満足度が高いほど信頼度が高い傾向がみられる。

特に、選挙制度、政党、国会、中央省庁に対する信頼度は、政治満足度

が高い層ではいずれも 5割を超える人が信頼すると答えている。例えば、

政党への信頼度は、政治に満足している層では 54.5%に達し、逆に信頼で
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図4 政治満足度と政党への信頼度の関係 (N= 3651) 
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きないとするのは、政治に満足している層では 30.1%にとどまり、どちら

でもない層 (54.4%）、不満である層 (78.8%) と比べても大きな差がある

（図 4)39）。これに対して、マスコミヘの信頼度は政治に満足している層で

も27.9%にとどまっていること、政治満足度がわからない層で中央省庁に

対する信頼度がわからない人が 79.9%にも及んでいることなどが特筆す

べきことであろう 。

以上から、基本的な政治に対する認識をめぐる高校生の間の格差の存在

が明るみになったといえるだろう。政治についての議論をするほど政治関

心がある。そ して、政治関しがあるほど自らの生活と政治との関係性を理

解している傾向にある。また、政治的議論と政治関心、生活と政治との関

係性認識があるほど、制度や組織に対する信頼度も高まる。高校生たちが

自らと現実の政治との距離感をどう縮めていくのかが政治意識にとって重

要であることを示唆している。

これに対して、日本政治に対する満足度は総じて低く、政治的議論や政

治関心があるほど不満度が高い傾向にある。ただ、政治満足度が高いほ

ど、制度や組織に対する信頼度も高い傾向にある。
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図5 投票率低下に対する認識 (N= 3653) 

• 別にかま わない (N -269) ■やむを得ない (N=906)

• 伺らかの対策を堕ずるべき (N=2275) aわからない (N=203)

また、中央省庁に対する信頼に関して 「わからない」と いう回答の多さ

が目に付く。主要な政治的アクターのうちでも、 官僚や中央省庁は必ずし

も高校生にとって身近に感じられるものではないのかもしれない。だが、

政治的議論や政治関心、政治満足度などが理解を助けることができる可能

性を示している。一方、政治的議論や政治関心があるほど政治におけるマ

スコミの役割を より認識している傾向も見受けられる。

(2)投票に対する意識

①投票への義務感 •投票率低下への認識

18歳選挙権導入によってそれまでの若者よりも 早 く選挙権を得ること

になった高校生たちは、選挙での投票についてどのよう な認識をもってい

るのだろうか。「必ず投票すべき」は 31.0%、「なるべく投票すべき」は

43.2%、「投票する、しないは個人の自由だ」は 22.3%となり、 7割を超え

る高校生が「投票すべき」 と考えている。これを男女別にみると 、「必ず投

票すべき 」とするのは、男子では 34.6%なのに対し、女子では 28.1%と男

子の投票への義務感がやや強いことがうかがえる 40)0 

次に、投票率が低下してきているこ とに対する認識であるが、 62.3%が

「何らかの対策を講ずるべきだと思う 」、24.8%が「やむをえないと思う 」、

7.4%が 「別にかまわないと思う」と答えている（図 5)。この点を男女別に
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図6 18歳選挙権導入への賛否 (N= 3615) 

■賛成 (N=1572) ■反対 (N=765) aわからない (N=1278)

みると、「別にかまわない」とする割合は女子で 5.7%なのに対し、男子は

9.5%と男子が上回り、投票義務感の強さとは逆の傾向が出ている 41)。-

方、 学年別に分析してみると、高 2のほうが高 3よりも 「対策を講ずるべ

き」の割合が高く、投票について「個人の自由」とする割合が低い傾向に

ある。

このように、投票への義務感や投票率低下への危機意識は決して低くは

ないことがうかがえる。

② 18歳からの投票意向・ 18歳選挙権への賛否

次に、 18歳になったら投票に行くか （投票意向）について聞いたところ、

「行く 」は57.9%と過半数に達したが、「行かない」は9.2%、そして 「わか

らない」が 32.9%にものぼった。

行くとする理由については、「国民の権利であるから」が31.3%、「国民

として投票するのは当然だから」が30.6%、「投票することで政治がよくな

ると思うから」が 13.1%という順になった。行かないとする理由について

は、 「投票しても政治がよくなると思っていないから」が22.1%、「政治や

政治家に関心がないから」が 15.1%などとなっている。

また、 「18歳選挙権」の導入については、「賛成」43.5%、「反対」 21.2%、

「わからない」35.4%となった（図 6)。賛成の理由としては、 「少子高齢化
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の中で若者の意見をより反映させることができるから」が 33.7%、「若いう

ちから政治について考えた方がよいから」が 23.5%、「若者の政治への関し、

を高めるため有効と思うから」が 17.9%の順となっている一方、反対の理

由としては、 「18歳の時点では世の中のことが理解できていないから」が

52.5%、「まず 20歳代の投票率を向上させる方が先だから」が 18.4%など

となった。

投票意向、 18歳選挙権への賛否について男女別でみると、投票に「行く」

としたのは男子 60.5%、女子 55.8%、「わからない」は男子 29.2%、女子

35.9%となり 42）、また 18歳選挙権に「賛成」は男子 49.4%、女子 38.8%、

「わからない」は男子 31.9%、女子 38.0%であった43)。男子の方が投票意

向が強く、 18歳選挙権により賛成している一方、女子の方がこれらに対す

る態度を十分形成できていないことが分かる。

また学年別にみると、投票に 「行く」としたのは、高 2が60.2%、高 3が

55.3%であったのに対し、「わからない」は高 2が31.3%、高 3が34.8%と

なった 44)。さらに、 18歳選挙権については、賛成の割合は大きな違いがな

いが、 「わからない」は高 2が33.7%、高 3が 37.3%となった 45）。一般的な

投票義務感などと同様に、具体的な投票意向などでも高 2の方が高 3より

も積極的な傾向があることがみてとれる。

③投票に関する変数の相互関係

では、ここで選挙で投票すべきかの認識と 18歳になっての投票意向と

を掛け合わせてみると（図 7)、「投票すべき」と考える層では、 71.5%が投

票に行くとしたのに対し、「投票は自由」とした層では投票に行くとしたの

は20.2%にとどまり、 53.1%は投票に行くかわからないと答えている。ま

た、投票すべきかわからない層では、投票に行くかわからないという人が

66.4%に達する 46)。

投票率低下への認識と 18歳になっての投票意向との関係についてもみ

たが、やはり投票率低下への問題意識が強いほど、投票すると答える傾向

が強く「何らかの対策を講ずるべき 」とした層では、投票するとした人が
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図7 投票義務感と 18歳からの投票意向の関係 (N= 3632) 
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70.8%にもなる 47)。

一方、投票義務感と 18歳選挙権への賛否とを掛け合わせると、選挙で投

票すべきと考える層では、49.5%が 18歳選挙権に賛成し、投票は自由とす

る層では 28.3%にとどまる。しかし、投票すべきと考える層でも 18歳選

挙権への賛否がわからないとした層は 30.1%に達し、投票すべきかわから

ない層では、これが 75.4%にも及ぶ48)。

投票率低下への認識と 18歳選挙権への賛否との関係だが、投票率低下

に「何らかの対策を講ずるべき」という層では、 18歳選挙権賛成が 50.8%

に達し、 他と比べ高いが、わからないという人も 28.9％いる 49)。

18歳からの投票意向や 18歳選挙権への賛否といった設問では、投票へ

の義務感や投票率低下への認識といった一般的・規範的な事項を尋ねる設

問と比べ、回答者自身の具体的な実践への意思がより問われることにな

る。こうした設問において、高校生たちの積極的な賛同や選挙への参加意

向の割合が必ずしも大きくなく、また十分に態度が形成されているとはい

えないことが特徴的である。

また、賛否の理由をみると、 18歳選挙権については、一定程度その意義

に関する教育が浸透していることがうかがえる。その一方で、賛否につい

て「わからない」と答えた割合の大きさと合わせて考えても、人生経験の
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浅さもあって有権者としての資質への自信に欠ける若者の姿が映し出され

ているように思われる。また、投票意向の理由に関しても、投票の重要性

に関する教育がある程度浸透していることはうかがえるが、投票によ って

「政治がよくなる」こ とへの期待ぱ必ずしも高 くない。

一方で、投票義務感が強く、投票率低下への危機意識が強い高校生ほど

18歳からの投票や 18歳選挙権に積極的な傾向はみられている。今後、若

者の投票に対する基本的な姿勢 ・規範をいかに養成し（続け） てい くかが、

実際の投票の活性化を考えるうえで重要だということである。

(3)政治や選挙への関心につなげるためには

今回の調査では、政治に関心をもつ高校生の方が投票意向が強いことも

明らかにな った。 政治に関心をもつ層では、 75.5%が 18歳になった ら投

累に行くと答えたのに対し、関心がない層では 47.0% にとどまり、関心が

わからない層では 38.2% に過ぎなくなる。また、関心についてわからない

層では投票に行くかわからないと答えた人が 52.2% に達する 50)0 

このように、政治関しは政治参加を促進するうえで重要な要素となるの

であるが、それでは、実際に高校生が政治や選挙に関心をもっためには、

何をすればよいと高校生自身は考えているのだろうか。あるいは、どのよ

うな環境が用意されれば投票しやすいと考えているのだろうか。

まず、高校生が政治や選挙に関心をもっためには（複数回答）、「政治や

選挙に関する新聞記事を使った授業を受ける」(30.5%）、「開会中の議会を

傍聴しに行く」 (22.8%）、「政治や選挙に関するデイベートや話し合いを行

う」(21.9%）、「選挙管理委員会の職員などから選挙の話を聞いたり、模擬

選挙を体験する」(15.3%)といった回答となった。一方、投票しやすい環

境としては、「パソコンやスマー トフォンから投票できる」 (54.7%）、「自分

の通う 学校で投票できる」 (44.3%）、「自分の好きな時間に投票できる」

(26.7%）、「自分がよく行く施設や場所で投票できる」(23.8%）などとなっ

た。

政治や選挙への関心の喚起に関する設問で挙げられた項目 は、すでにそ
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固8 新聞接触度と政治関心の関係 (N= 3642) 
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れぞれの学校でこれまでも大なり小なり行われてきたことも多いのではな

いだろうか。高校生たちが体験してきた政治教育、主権者教育において、

何が効果的だったかを答えている可能性があることに留意する必要があろ

っ。

そのうえで、本調査で新聞を毎日読むと答えた高校生が 3.7%しかいな

いにもかかわらず、新聞記事を使った授業に高校生が比較的裔い評価が与

えていることは興味深い。実際に、新聞を週に数回以上読む層の 64.4%が

政治に対する関心をよくもっており、そうでない層 (36.4%) に比べ高い

（図 8)51)。新聞の学習への活用に向けた取り組みは NIE(Newspaper in 

Education:教育に新聞を）と呼ばれるが、多様な事実を分かりやすく整理

する編集力と 一覧性という新聞の特性を若者向けにさらに効果的に活かす

方法を考えなければならない。

一方、投票しやすい環境についての回答は、若者をとりまく環境を踏ま

え、いかに投票のためのコストを下げるかを若者なりに真剣に考えている

ことがうかがえる。

ただし、例えば、 「パソコンやスマートフォンから投票できる」を選択し

た高校生 (76.3%）は選択しなかった人 (70.6%）と比べて、より政治的議

論をしたことがないという 52)。また政治関心についてもパソコンやスマ

ートフォンからの投票を希望する人は 56.8%が政治に関心がないとし、選



(94) 神奈川法学第50巻第 1号 2017年 47 

図9 政治をめぐる家庭環境 (N= 3648) 
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択しなかった人 (51.7%) と比べやや高い53)。さらに、 18歳からの投票意

向も、パソコンやスマートフォンからの投票を希望する人 (55.6%）は、そ

うでない人 (60.8%)に比べてやや低い傾向にある 54)。

インターネ ットを毎日利用する高校生は本調査での回答でも 9割を超え

ている。すでにインターネ ットを通じた選挙運動が解禁されており、今後

さらなる政治参加のコスト低減を検討していくことは確かに重要である。

だが、政治意識の向上に向けた配慮がないままに安易にコス ト低減を実施

すると、それは必ずしもよい結果をもたらさない可能性が示されたといえ

るだろう 。

(4)家庭環境と若者の政治参加

一般に保護者から扶養される立場にあるのが高校生であり、政治参加に

あた っては、 学校での教育と 同様、あるいはそれ以上に家庭における政治

的な環境のあり方も璽要となる。日本においてもますます家庭の多様化が

指摘されるようになっているが、現代の高校生たちの政治をめ ぐる家庭環

境はどのような状況なのか、調査データから探ってみたい。

家庭における政治・選挙に関する環境 （複数回答）についての設問 （図

9)では、 「家族はテ レビのニュース番組をよ く見ている」(75.7%）が最 も

回答が多く 、次いで 「家族は投票に行っている」(62.1%）となっている。
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一方で、「家族と政治の話をしたことがある」 (46.1%）、「家族と一緒に投票

所に行ったこ とがある」 (40.2%）については半数以上があてはまらないと

答えている。

現状では、政治にある程度関心をもち、投票に足を運ぶ家族の姿は見て

いるが、その体験を保護者と邸校生の間で共有することは十分に行われて

いないということになるだろう。

他の政治認識と家族との政治的環境との間にはどのような関係があるか

検討しよう 。政治的議論の有無との関係では、政治的議論をしている層

は、家庭における政治的環境が比較的整っている傾向にある。その中でも

特徴的なのは、政治的議論をすることがある層では 76.5%が 「家族と政治

の話をしたことがある」と し、政治的議論をしない層 (40.5%）、わからな

い層 (35.3%）と比べてもかなり高い 55)。

政治関しや自身の生活と政治との関係性認識についても、家庭の政治的

環境が整っていることとの間に一定の関係性が見いだせる。例えば、政治

関心の高い層は、 65.8%が家族と政治の話をしたことがあるのに対し、低

い層は 34.2%、関心についてわからない層は、 23.1%にとどまる 56)。

これに対し、家族の環境と政治満足度の間では、明確な関係性は必ずし

も見いだせない。例えば、 「家族と政治の話をしたことがある」とした人

が、政治に満足する層では 51.1%、満足しない層でも 55.3%とな ってい

る。

以上のように、若者が政治的議論を行い、政治に関心をもち、生活と政

治との関係性を認識するにあたっては、家庭の政治的環境がある程度整っ

ていることが大切であること、とりわけ家族と政治に関する会話を行うこ

との重要性が浮かび上がってくる。

5.結論

本稿では、 2016年神奈川大学・神奈川新聞共同高校生調査データの分析

をもとに、 18歳選挙権が導入された時代の高校生たちの基本的な政治意識
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や投票に対する考え方について検討した。分析の結果、以下のような知見

が得られた。

① 現代の高校生は、政治的な議論をすることはあまりなく、政治への関

心も高いわけではない。さらに、日本政治のあり方に満足している層

はごく少数にすぎない。一方、自らの生活と政治との関係性について

は、比較的しつかりと認識できているようである。

② 高校生の政治的有効性感覚に関しては、国会議員や政治家といった政

治エリートたちが中心となって政治を動かしていると考える傾向にあ

り、自らも含めた国民が政治を動かせているという感覚は十分にもて

ていない。一方、各制度・組織への信頼については、選挙制度に対す

る信頼がやや高い一方、特にマスコミに対する評価は全般に厳しく、

政党・国会・中央省庁に対する評価も高くない。中央省庁に対する信

頼については「わからない」と答えた高校生が多く、十分な認識が進

んでいないこともうかがえる。

③ 政治に対する基本的な認識どうしの関係であるが、政治的議論をする

ほど政治関心がある。そして、政治関心があるほど自らの生活と政治

との関係性を理解している。また、政治的議論と政治関心、生活と政

治との関係性認識があるほど、様々な制度や組織に対する信頼度も高

い。だが、日本政治に対する満足度は総じて低い傾向にある。政治的

議論や政治関心があるほど不満度が高い。ただ、政治満足度が高いほ

ど、制度や組織に対する信頼度も高い傾向にある。

④ 政治的アクターや組織のうち、官僚や中央省庁は高校生にとって必ず

しも身近に感じられていないことがうかがえる。こうした中で、政治

的議論や政治関心、政治満足度などが理解を助けることができる可能

性がある。一方、政治的議論や政治関心がある人の方が政治における

マスコミの役割をより認識している傾向が確認できる。

⑤ 投票に関する意識については、投票に対する義務感や投票率低下への

危機意識はしっかりもっている。これに対して、回答者自身の具体的

な実践への意思がより問われることになる、 18歳にな っての投票意向
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や 18歳選挙権への賛否については、積極性が十分に高いとはいえず、

「わからない」とする人も相当程度いて、 高校生たちの態度が広く確か

に形成されているとは言い難い。ただし、投票義務感が強く、投票率

低下への危機意識が強い高校生ほど 18歳か らの投票や 18歳選挙権に

積極的な傾向がある。

⑥ 18歳選挙権についての賛否の理由をみると、 制度の意義についての教

育が一定程度浸透していることがうかがえるが、反対とする理由から

は、有権者としての資質への自信に欠ける様子がみえる。また、投票

の重要性についての認識はある程度浸透しているが、投票に行く・行

かないの両派とも、投票によって「政治がよくなる」ことへの期待は

必ずしも高くない。

⑦ 政治関しが高いほど、 18歳からの投票意向も高くなる傾向にある。こ

うした中で、高校生が政治や選挙に関心をもっために何が大切かにつ

いては、新聞記事を使った授業に高校生が比較的高い評価を与えてい

ることは興味深い。新聞を定期的に読むという高校生はごくわずかで

あるが、新聞をよく読む人は政治への関心も高い傾向がみられる。

⑧ 投票しやすい環境についての回答では、「パソコンやスマートフォン

から投票できる」を選択した高校生が最も多かったが、それを選択し

た高校生は、政治的議論の頻度や政治関心、 18歳からの投票意向がや

や低い傾向にあり、若者が求める投票コストの低減が単純に彼らの政

治意識や政治参加の改善につながるかは簡単には見通せない。

⑨ 家族の政治的環境に関しては、高校生たちは政治にある程度関心をも

ち、投票に足を運んでいる家族の姿は見ているが、そうした家族の体

験が十分に共有されていないようである。実際に、家族と政治に関す

る会話を行うことは広くなされているとはいえないが、家族との会話

を通して若者たちがより政治的議論を行い、政治により関心をもち、

生活と政治との関係性をより認識することにつながる傾向があること

がわかった。
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18歳選挙権が実施されるという画期的な選挙となった 2016年参院選

で、 10代の投票率は 20代を上回った。特に、神奈川県の 18歳 ・19歳の投

票率は 54.70%となり 、東京都に次いで全国 2番目となった。そして、横

浜市での投票率も 56.56%で、政令指定都市ではトップという「よい」結果

となった。

確かに、先進的とされる主権者教育の成果が出たのかもしれないが、そ

れでも、棄権者が半数近くいるということも事実である。今回の調査から

も、若者の実際の政治参加の促進を考えるうえでは課題が多いことが明ら

かになった。

現在の高校生は、具体的な政治行動の源となる政治関心は必ずしも高く

ないし、有権者としての有効性感覚や有権者としての資質への自信、 主要

な政治アクターの働きぶりに対する評価は十分にあるとはいえない。政治

に対する満足度は幅広い層で低く、投票への規範意識の高さに比べ、投票

によって政治を改善できそうという声は強くない。

そして、制度導入に際して様々な形で啓発活動が行われ、せっかくの権

利拡大とな ったにもかかわらず 18歳選挙権への賛成は力強さを欠いてお

り、 18歳になったら投票に行くかわからないとする高校生もかなりの程度

存在している。

また、 一般に男子の方が政治意識が高い一方、学年別では、受験勉強の

影響もあってか、学年が上がるごとに政治意識が順調に高まるという形に

は必ずしもなっていない。そして、設問に 「わからない」と回答する高校

生が多いとい う政治意識の未分化の問題もある。

さらに、政治的な議論をすることもあまり多くなく、学校と並んで主権

者教育の場として重要と考えられる家庭においても、積極的な政治意識に

つながりやすい家族内での政治的会話が十分に行われていない。

このよ うに、今回の分析からは、主権者として基本となる政治意識を定

着させて若者の自立を促し、政治参加によい形でつなげていくために、さ

らに乗り越えるべきハー ドルが多くあることがわかる。選挙は 1回で終わ

るものではなく、選挙権年齢の引き下げといったインパクトのある施策と
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それに向けた啓発を単発で、あるいは散発的に行うだけでは、若者をめぐ

る政治環境は到底改善しないのである。

ひとりの人間の人生の終わりまで関わり続けなければならないのが政治

である。短期的で安易な投票率の向上策に傾き過ぎず、社会人として羽ば

たこうとする若者たちに地道で継続的な取り組みを行っていく 57)のは、政

治家や保護者、教員といった政治に関わる大人たちの重大な責任である。

もちろん、大人たちが日々政治への関わり方を顧み、まず自らの襟を正さ

なければならないことは言うまでもない。
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12)読売新聞 2016年 9月 10日。このほか横浜市選挙管理委員会は、大学生に対す

る取り組みとして、例えば、 2016年に大学生の投票参加を呼びかける手引き「住

民票を移して選挙に行こう」を作り、市内 27の大学 ・短大に配布し、新入生ガイ

ダンスで配るなどしたという。読売新聞 2016年 6月 10日。

13)性別と政治的議論とでクロス分析を行った。 なお、合わせて残差分析も行って

いる（以下も同様）。 X2= 47.23, df = 4, p<.001であった。なお、本稿の分析では、

政治的議論についての「その他」の回答は対象から除外してある。

14)学年と政治的議論とでクロス分析を行った。X2 = 25.44, df = 4, p<.001であっ

た。

15)性別と政治関心とでクロス分析を行った。 X2= 66.28, df = 4, p<.001であった。

16)学年と政治関心とでクロス分析を行った。 X'=17.30, df = 4, p <.01であった。

17)性別と政治満足度でクロス分析を行った。 X2= 79.26, df = 5, p<.001であった。

18)性別と官僚が政治を動かすでクロ ス分析を行っ た。 X2= 29.96, df = 1. p<.001で

あった。

19)性別 と官僚が政治を動かすでクロス分析を行った。 X2= 42.36, df = 1. p<.001で

あった。

20)性別と選挙制度への信頼度でクロス分析を行った。 X2= 74.43, df = 4, p<.001で

あった。

21)性別とマスコミヘの信頼度でクロス分析を行った。 X2= 75.35, df = 4, p<.001で
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あった。

22)性別と中央省庁への信頼度でクロス分析を行った。 X2 = 128.50, df = 4, p<.001 

であった。

23)学年と政党への信頼度でクロス分析を行った。X'=21.36, df = 4, p<.001であっ

た。

24)政治的議論が「毎日ある」「週に何回かある」層を議論がある層とし、「週に 1度

ぐらいある」「まったくない」層を議論がない層とした。

25)政治的議論と政治関心でクロス分析を行った。 X'=618.34, df = 4, p<.001であ

った。

26)政治的議論とマスコミが政治を動かすでクロス分析を行った。x'=32.74,df=

2, p<.001であった。

27)政治的議論と政治満足度でクロス分析を行った。X'=106.17, df = 6, p<.001で

あった。

28)制度や組織を「かなり」「ある程度」信頼できる層を信頼がある層とし、「あまり」

「ほとんど」信頼できない層を信頼がない層とした。

29)政治的議論と中央省庁への信頼度でクロス分析を行った。 X'=104.29, df = 4, p 

<.001であった。

30)政治的関心が 「非常に」 「ある程度」ある層を関心がある層とし、「あまり」「全

然」関心がない層を関心がない層とした。

31)政治関し、と自らの生活と政治の関係性でクロス分析を行った。X2 = 534.48, df = 

4, p<.001であった。

32)政治関心と官僚が政治を動かすでクロス分析を行った。x2 = 90.07, df = 2, p < 

001であった。

33)政治関心とマスコミが政治を動かすでクロス分析を行った。X2= 48.66, df = 2, p 

<.001であった。

34)政治関心と政治満足度でクロス分析を行った。x'=384.61, df= 6, p<.001であ

った。

35)政治関心と選挙制度への信頼度でクロス分析を行った。が ＝349.07,df = 4, p < 

.001であった。

36) 自身の生活と政治が「非常に」「ある程度」関係していると考える層を関係があ

る層とし、「あまり」「全然」関係していないと考える層を関係がない層とした。

37)自らの生活と政治の関係性と政治満足度でクロス分析を行った。 X'=259.41, df 

= 6, p<.001であった。

38)政治満足度について「かなり」「まあJ満足と考える層を満足している層とし、

「やや」「かなり」不満と考える層を不満である層とした。

39)政治満足度と政党への信頼度でクロス分析を行った。 X2 = 1163.58, df = 6, p< 

001であった。

40)性別と投票への義務感でク ロス分析を行った。x'=18.57, df=3, p<.001であっ

た。

41)性別と投票率低下への認識でクロス分析を行った。が＝ 24.86,df = 3, p<.001で
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あった。

42)性別と投票意向でクロス分析を行った。 X'=19.20, df = 2, p<.001であった。

43)性別と 18歳選挙権への賛否でクロス分析を行った。 X'=40.82, df = 2, p<.001 

であった。

44)学年と投票意向でクロス分析を行った。 X'=8.86, df = 2, p<.05であった。

45)性別と 18歳選挙権への賛否でクロス分析を行った。 X'=11.45, df = 2, p<.01で

あった。

46)投票義務感と投票意向でクロス分析を行った。X'=939.48, df = 4, p<.001であ

った。なお、投票義務感について、 「必ず」「なるべく」投票すべきとする層を「投

票すべき」層とした。

47)投票率低下への認識と投票意向でクロス分析を行った。X'=542.09, df = 6, p< 

.001であった。

48)投票義務感と 18歳選挙権への賛否でクロス分析を行った。X'=210.42, df = 4, p 

<.001であった。

49)投票率低下への認識と 18歳選挙権への賛否でクロス分析を行った。 X2=

251.16, df = 6, p< 001であった。

50)政治関心と投票意向のクロス分析を行った。X2 = 317.26, df = 4, p <.001であっ

た。

51)新聞接触度と政治関心のクロス分析を行った。x'=310.24, df = 4, p<.001であ

った。

52)パソコンやスマートフォンでの投票希望と政治的議論のクロス分析を行った。

X'= 15.27, df = 2, p<.001であった。

53)パソコンやスマートフォンでの投票希望と政治関心のクロス分析を行った。 X2

= 11.12, df = 2, p< 01であった。

54)パソコンやスマートフ ォンでの投票希望と投票意向のクロス分析を行った。 x2
= 10.28, df = 2, p<.01であった。

55)政治的議論と家族との政治的会話でクロス分析を行った。X'=236.51, df = 2, p 

<.001であった。

56)政治関心と家族との政治的会話でクロス分析を行った。X'=384.28, df = 2, p< 

001であった。

57)大学生調査の分析では、 2016年参院選について、 20代の学生の投票率 (61.4%)

に対し 10代 (54.2%）は伸びず全国的な傾向と逆の傾向が出た。サンプル数が少

なく、偏りがある可能性があること、神奈川選挙区外での投票者も含まれること

などに留意が必要である。ただ、神奈川大学法学部の政治学系科目については大

学 1 年生から積み上げ式のカリキュラムが用意されていることから、継続的 • 発

展的な学修の重要性が示唆されるところである。
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